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●
募
集
内
容
…
▼
中
央
校
３
２
０

名（
水
曜
コ
ー
ス
１
６
０
名
・

木
曜
コ
ー
ス
１
６
０
名
）▼
南

校
１
２
０
名（
金
曜
）▼
北
校

１
２
０
名（
火
曜
）

●
学
習
時
間
…
週
１
回
１
日
４
時

間
、
午
前
10
時
～
正
午
・
午
後

１
時
～
３
時

●
学
習
年
限
…
２
年
間

●
授
業
料
な
ど（
年
額
）▼
授
業

料
１
８
５
０
０
円
▼
資
料
代

２
０
５
０
円
▼
授
業
教
材
費
や

学
生
自
治
会
費
・
ク
ラ
ブ
活
動
・

交
通
費
な
ど
は
自
己
負
担
。

●
応
募
資
格
…
県
内
在
住
で
次

の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
方
①

60
歳
以
上（
平
成
31
年
３
月
31

日
現
在
）②
地
域
活
動
を
実
践

し
て
い
る
、
ま
た
は
、
地
域
活

動
に
意
欲
が
あ
る
方
③
第
25
期

生（
平
成
17
年
度
）以
降
の
シ
ル

バ
ー
大
学
校
を
卒
業
し
て
い
な

い
方

※
50
歳（
平
成
31
年
３
月
31
日
現

在
）～
60
歳
未
満
の
方
で
も
他

の
要
件
を
満
た
し
、
市
長
の
推

薦
が
あ
れ
ば
応
募
で
き
ま
す
。

●
応
募
手
続
…
①
申
込
方
法
：
入

学
願
書
な
ど
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
返
信
用
封
筒
と
併
せ

て
、
希
望
校
ま
た
は
市
高
齢
者

幸
福
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
で

申
し
込
み
。
市
長
の
推
薦
が
必

要
な
方
は
市
高
齢
者
幸
福
課
へ

提
出
。
②
受
付
期
間
：
平
成
30

年
６
月
１
日（
金
）～
30
日（
土
）

※
郵
送
の
場
合
、
当
日
消
印
有

効（
届
出
先
に
よ
り
開
庁
日
が

異
な
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
各

窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。）③
提
出
書
類
：
入
学
願
書
、

返
信
用
封
筒（
82
円
切
手
貼
付
）

●
学
校
説
明
会
…
▼
中
央
校
：
６

月
4
日（
月
）▼
南
校
：
６
月
５

日（
火
）▼
北
校
：
６
月
７
日

（
木
）②
時
間
：
午
前
10
時
～
正

午
③
希
望
す
る
学
校
説
明
会
に

当
日
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
申
高
齢
者
幸
福
課　

東
１
階

　
（
２
３
）８
７
４
０

▼
中
央
校（
宇
都
宮
市
駒
生
町

３
３
３
７
‐
１
）

　

０
２
８（
６
４
３
）３
３
９
０

▼
南
校（
栃
木
市
神
田
町
９
‐
40
）

　

０
２
８
２（
２
２
）５
３
２
５

▼
北
校（
矢
板
市
矢
板
54
）

　

０
２
８
７（
４
３
）９
０
１
０

●
日
時
…
10
月
14
日（
日
）午
前
10

時
～
正
午

●
場
所
…
①
宇
都
宮
大
学
峰
キ
ャ
ン

パ
ス（
宇
都
宮
市
峰
町
３
５
０
）②

と
ち
ぎ
健
康
の
森（
宇
都
宮
市
駒

生
町
３
３
３
７-

１
）

●
申
込
書
の
配
布
…
６
月
１
日

（
金
）～
29
日（
金
）ま
で
に
市
高

齢
者
幸
福
課
、
栃
木
県
庁
高
齢

対
策
課
、
各
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
と
ち
ぎ
福
祉
プ
ラ
ザ
、

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校
各
校
、

と
ち
ぎ
健
康
の
森
に
て
配
布
。

●
申
込
方
法
…
６
月
12
日（
火
）

～
29
日（
金
）ま
で
に
左
記
へ
簡

易
書
留
に
て
直
接
申
し
込
み
。

●
費
用
…
７
７
０
０
円

問
申（
福
）と
ち
ぎ
健
康
福
祉
協
会

事
業
企
画
課

　

０
２
８（
６
５
０
）５
５
８
７

　

県
で
は
身
体
障
害
者
へ
の
相

談
、
支
援
を
目
的
と
し
た
、
医
師

や
看
護
師
等
の
巡
回
相
談
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

●
日
時
・
場
所
…
①
８
月
29
日

（
水
）／
那
珂
川
町
健
康
管
理
セ

ン
タ
ー
②
２
月
６
日（
水
）／
那

須
烏
山
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
相
談
内
容
…
①
補
装
具
な
ど
の

適
合
判
定
②
医
学
的
な
相
談
・

判
定
③
生
活
全
般
の
相
談

●
費
用
…
無
料

●
申
込
方
法
…
開
催
日
の
１
カ
月

前
ま
で
に
左
記
へ
電
話
ま
た
は

窓
口
に
て
申
し
込
み
。

問
申
福
祉
課　

東
１
階

　
（
２
３
）８
９
２
１

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
大
学
校

第
40
期
生
の
募
集

平
成
30
年
度
介
護
支
援
専
門

員
実
務
者
研
修
受
講
試
験

身
体
障
害
者
巡
回
相
談

■うたの王様出張予選会

　今年も大田原市でうたの王様出張
予選会を開催します。

●期日…平成 30年６月 23日（土）
　　　　午前９時～整理券配布
●場所…道の駅那須与一の郷　
　　　　那須与一伝承館多目的ホール
●出場資格…どなたでも参加できます
●その他
▶出場を希望する方は、当日会場に直接お越しくだ
さい。事前申し込みは必要ありません。
▶予選会の観覧は自由です。
▶予選会の合格者はとちぎテレビで行われる本選の
収録に参加することができます。
▶詳細は下記までお問い合わせください。
問とちぎテレビ　　０２８（６２３）００３２
　市情報政策課　Ａ２階　　（２３）８７００
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記
帳
・
記
録
保
存
義
務
の
内
容

や
記
帳
の
仕
方
、
備
付
帳
簿
な
ど

の
説
明
会
を
、
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。
な
お
、
軽
減
税
率
制
度

な
ど
の
説
明
会
に
は
、
次
の
対
象

者
以
外
の
方
も
出
席
で
き
ま
す
。

※
前
半
が
記
帳
説
明
会（
80
分
）、

後
半
が
軽
減
税
率
制
度
な
ど
の

説
明
会（
30
分
）と
な
り
ま
す
。

※
開
催
会
場
へ
の
直
接
の
お
問
合

せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

問
大
田
原
税
務
署

　
（
２
２
）３
１
１
5

　

平
成
30
年
４
月
１
日
現
在
、
65

歳
以
上
の
方
で
、
年
金
の
所
得
に

対
し
て
市
民
税
・
県
民
税
が
課
税

さ
れ
る
場
合
、
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
制
度（
年
金
支
給
額
か
ら
市

民
税
・
県
民
税
を
天
引
き
し
て
納

付
す
る
制
度
）に
よ
り
、
市
民
税
・

県
民
税
を
納
付
し
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
年
金
受
給
者
の
納

税
の
利
便
性
の
向
上
を
目
的
に
導

入
さ
れ
た
制
度
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
は
あ
く
ま
で

徴
収
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
あ

り
、
市
民
税
・
県
民
税
の
計
算
方

法
が
変
更
に
な
っ
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。　

●
特
別
徴
収
の
対
象
者

・
前
年
中
に
公
的
年
金
の
支
払
い

を
受
け
か
つ
４
月
１
日
に
公
的

年
金
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
て

い
る
方

・
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
方

・
遺
族
年
金
、
障
害
者
年
金
以
外

の
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支
給

年
額
が
18
万
円
以
上
の
方

・
市
の
行
う
介
護
保
険
の
保
険
料

が
年
金
か
ら
特
別
徴
収（
天
引

き
）さ
れ
て
い
る
方

●
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金

老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金

●
特
別
徴
収
さ
れ
る
税
額
…
公
的

年
金
所
得
に
か
か
る
所
得
割
額

と
均
等
割
額

※
給
与
所
得
や
農
業
所
得
な
ど
の

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
る

場
合
は
、
そ
の
分
に
か
か
る
税

額
は
除
か
れ
ま
す
。　
　

●
税
額
な
ど
の
通
知
…
年
金
か
ら

特
別
徴
収
さ
れ
る
金
額
は
、
送

付
さ
れ
る「
平
成
30
年
度
市
民

税
・
県
民
税
税
額
決
定
・
納
税

通
知
書
」に
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

※
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
が
停
止

さ
れ
、
市
民
税
・
県
民
税
の
未

納
額
が
生
じ
た
場
合
は
普
通
徴

収
に
切
り
替
わ
り
、
市
か
ら
納

付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
納
付
書
で
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
不
明
な
点
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課　

Ｂ
１
階

　
（
２
３
）８
７
２
５

税記
帳
説
明
会
・
消
費
税
の
軽

減
税
率
制
度
説
明
会

対象者区分 月日 時間 会場

白色

営業・
不動産 ６月 14 日

( 木 )

9 :30 ～
11:30 大田原市生涯

学習センター
２階会議室Ｂ農業 13:30 ～

15:30

青色

営業・
不動産 ６月 15 日

( 金 )

9 :30 ～
11:30 大田原市生涯

学習センター
１階研修室Ｄ農業 13:30 ～

15:30

年
金
を
受
給
し
て
い
る
65
歳

以
上
の
方
の
市
民
税
・
県
民

税
特
別
徴
収
制
度

■特別徴収の方法と例
○特別徴収開始１年目の方（昭和 27年４月２日から昭和 28年４月１日生まれの方）
　年金の前半と後半で徴収方法が異なります。

○特別徴収２年目以降の方（昭和 27年４月１日以前生まれの方）
　年６回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の３回は仮特別徴収税額の徴収となります。

▶前半：年金にかかる年税額の半分の金額を２回に分け、６・８月に普通徴収（市役所または金融機関などで
納付書により納める方法）により納付。

▶後半：残った年税額を３回に分け、10・12・２月に支給される公的年金から特別徴収。

▶前半：平成 29 年 10 月から翌年３月の間に特別徴収で天引きされた額に相当する額を３回に分け、４・６・
８月に支給される公的年金から特別徴収。

▶後半：平成 30 年分年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を３回に分け、10・12・２月に支
給される公的年金から特別徴収。

（例）公的年金所得にかかる年税額が 60,000 円の場合

（例）公的年金所得にかかる年税額が 63,000 円の場合

年税額の 1/2 を普通徴収 年税額の 1/2 を年金支給額から特別徴収
期別および
支給月 １期（６月） ２期（８月） 公的年金

(10 月支給分 )
公的年金

(12 月支給分 )
公的年金
(2 月支給分 )

年税額 15,000 円 15,000 円 10,000 円 10,000 円 10,000 円
算出方法 年税額の 1/4 年税額の 1/4 年税額の 1/6 年税額の 1/6 年税額の 1/6

仮特別徴収税額を特別徴収 年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額を特別徴収
年金支給月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月
年税額 10,000 円 10,000 円 10,000 円 11,000 円 11,000 円 11,000 円

算出方法 前年度の年税額の半分の金額を３回で徴収 10 月以降の支給月は、年税額 (63,000 円 ) から仮特別徴収
税額 (30,000 円 ) を差し引いた額 33,000 円を３回で徴収
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